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工賃評価における作業分析活用の可能性 
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１．研 究 目 的 

 近年、障害者を対象とする就労支援サービスの拡充により、様々な就労支援事業所が存

在し支援の方法も多様化しつつある。特に、就労継続支援事業所は、平成 23 年度に A 型及

び B 型合わせて全国 5,000 件を超え1、障害福祉サービス等事業所の約 1 割を占めるように

なった。さらに、就労継続支援 A 型及び B 型ともに事業内容に関する法令上の許容範囲が

広く、今日、その事業所の設立の経緯や理念、立地や周囲の産業構造等により様々な事業

の展開による就労支援が実践されている。殊に、就労継続支援 B 型では、利用者は労働基

準法上の労働者と区別され2、一般就労に向けて個々の事業所の利用者の実情に応じた多様

な就労支援サービスの展開とその効果が期待されている。就労継続支援 B 型における利用

者が労働者と区別されていることにより、事業収入を原資とする報酬は「賃金」ではなく

「工賃」とされており、また、それら工賃を向上させ一般就労や地域における自立生活の

確かな原資にできるよう厚生労働省は平成 19 年度より「工賃倍増 5 カ年計画」を展開して

いる。この計画により、就労継続支援 B 型事業所のうち、平成 23 年度までの継続対象とな

っている事業所の平均工賃は 14,947 円（平成 18 年度比 119.6%）3となり、様々な好事例

の報告も散見できるようになった 4。しかしながら、5 カ年計画後の平成 24 年度以降「工

賃向上計画支援事業」と新たな取り組みになった現在でも、事業所内における工賃分配の

システムや根拠については明確な基準がなく、各事業所の工賃に関する解釈や工夫に委ね

られている現状にあるといえる。就労継続支援 B 型の利用者は労働者ではないながらも、

今後、様々な事業所における工賃向上に伴い利用者個々の状況に応じた分配の評価基準を

明確化する必要性に迫られることが考えられる。 

 そこで本研究では、工賃分配の評価基準の視点として就労継続支援 B 型事業所における

作業分析を実施し、作業の複合性等に着目した工賃分配基準の適用の可能性を模索するこ

とを目的とした。 

２．研究の視点および方法 

 調査対象は、本研究の趣旨に合意を得られた就労継続支援 B 型事業所（定員 20 名）であ

る。人口 20 万人（平成 22 年国勢調査）程度の中規模都市にあり、事業としてパン製造等

の食品加工及び受注軽作業を行っている。これらの事業のうち、調査対象事業所の利用者

の従事者数が多く工賃に占める事業収入の比率が高い受注軽作業を観察対象とした。 

 作業分析の視点として、本研究では ILO（International Labour Organization）の職務

分析チェックリスト 5を援用した。作業工程の記録と併せて、「仕事の単位及び特性（Job 
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tasks and characteristics）」「職務要件（Job Requirements）」それぞれ 12 項目について

データ化した。データの収集に際しては、非参与観察法を用い、利用者が従事する作業を

工程ごとに記録し上述した項目について作業ごとに評価した。 

３．倫理的配慮 

 本研究は匿名かつ作業を対象とする非参与観察である。観察調査に際して研究の概要、

調査内容等についての説明文を作成し、対象者に対してインフォームド・コンセントを行

った。なお、説明文は平易な文章とし、ルビを振るなどして対象者が理解できるように配

慮した。また、調査の分析に際しては、施設及び機関名や個人名については個人が特定で

きないようにデータをコード化した。その他の倫理的配慮については、2010 年 4 月 1 日に

施行された「一般社団法人日本社会福祉学会研究倫理指針」を指針とし研究を遂行した。 

４．研 究 結 果（詳細は当日ポスター参照） 

 観察した受注軽作業は、商品包装用の「箱折り」、完成品を規定個数袋詰めする「包装」、

工業製品用ネジの「部品組み立て」、緩衝材用「段ボール組み立て」である。 

 作業分析の結果、工程の中で複合する要素が多い作業として「包装」、工程数の多さでは

「段ボール組み立て」及び「包装」、巧緻性や集中力を要する作業として「部品組み立て」

が抽出された。また、熟練が必要な作業として「段ボール組み立て」「包装」があり、この

うち「包装」については自助具を活用することでその熟練を補助していることが明らかに

なった。さらに、これらの作業は担当する行程の範囲によって難易度、複合性等が異なり、

作業の負荷も異なる可能性が示された。 

５．考 察 

 上記の結果から、作業分析により作業行程の難易度（複合性、作業遂行に必要なスキル

等）を明らかにでき、それらを指標として工賃分配の評価基準に適用できる可能性が明ら

かになった。工賃評価の項目として作業難易度等を適用することで、より公正な工賃分配

基準を構築する事ができるといえる。本研究の結果から示唆された就労継続支援 B 型事業

所における作業分析の有用性は、工賃分配の評価基準だけでなく、延いては訓練によって

培われる利用者の能力や遂行可能な作業種を明確化することにもなり、利用者と仕事の適

合度評価など、照準を明確化した求職活動の展開にも寄与できるといえる。 
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